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孝
謙
・
淳
仁
両
天
皇
の
即
位
年
の
決
定
法

―
『
続
日
本
紀
』と
聖
数（
５
）
―

江　

口　
　
　

洌

は
じ
め
に

天
皇
の
即
位
年（
月
日
）が
い
い
加
減
に
決
め
ら
れ
る
は
ず
は
な
か
っ

た
。
い
わ
ん
や
譲
位
と
い
う
場
合
は
、
そ
れ
が
何
時
な
さ
れ
る
べ
き
か
、

そ
の
日
時
決
定
は
重
要
事
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。

『
続
日
本
紀
』時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
天
皇
の
即
位
年
は
ど
の
よ
う
に
し

て
決
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
類
の
質
問
に
対
し
て
、
今
ま
で
に
与
え
ら
れ
た
情
報
は「
そ
れ

は
卜
占
に
よ
っ
て
吉
凶
が
決
め
ら
れ
た
」と
言
う
ぐ
ら
い
し
か
な
か
っ

た
。
ま
た
、
先
帝
が
、
そ
の
年
の
前
半
ご
ろ
ま
で
に
崩
御
し
た
場
合
は
、

そ
の
年
の
後
半
に
、
そ
し
て
、
そ
の
年
の
後
半
に
崩
御
し
た
場
合
は
、

次
の
年
に
次
の
天
皇
が
即
位
す
る
の
が
一
応
の
基
準
に
な
っ
て
い
た
ら

し
い
、
と
い
う
よ
う
な
説
明
が
加
わ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
例
外

も
多
い
。

即
位
年
の
決
定
法
、
つ
ま
り
、
そ
の
年
次
が
ど
の
よ
う
に
し
て
決
め

ら
れ
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
、
今
ま
で
の
歴
史
学
で
は
言
及
で
き
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
わ
た
く
し
は
、『
日
本
書
紀
』（
以
降
、『
書
紀
』と
略

す
）の
紀
年
研
究
を
通
し
て
見
て
、
上
古
代
の
天
皇
の
即
位
年
ま
た
崩

御
年
は
、『
書
紀
』完
成
期
の
天
皇
た
ち
か
ら
発
せ
ら
れ
る
神
聖
数
に

よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。

こ
こ
で
は
、『
書
紀
』よ
り
後
の
、
奈
良
時
代
の
天
皇
で
あ
る
孝
謙
天

皇
と
淳
仁
天
皇
と
を
取
り
上
げ
て
言
及
す
る
。
天
皇
の
聖
数
が
、
過
去

へ
遡
っ
て
日
本
の
上
古
代
史
を
創
っ
て
き
た
ば
か
り
で
な
く
、『
書
紀
』

以
降
も
、
そ
の
聖
数
が
歴
史
を
動
か
し
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
を
説
く
こ

と
に
な
る
。

孝
謙
天
皇
は
、
父
聖
武
天
皇
か
ら
の
譲
り
を
受
け
て
の
即
位
、
淳
仁

天
皇（
以
降
、
多
く
の
場
合
、
天
皇
号
を
略
す
）は
、
孝
謙
か
ら
の
譲
位

で
あ
っ
た
。
両
天
皇
の
即
位
年（
月
日
）が
ど
の
よ
う
に
決
め
ら
れ
た

か
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

天
皇
の
即
位
年
の
決
定
法
に
関
し
て
、
こ
こ
で
は
、
三
つ
の
時
間
に

分
け
て
言
及
し
て
い
く
。
一
は
、
上
古
代
天
皇
の
即
位
年
を
決
定
し
た

『
書
紀
』の
紀
年
構
成
法
。
二
は
、
聖
武
の
即
位
年
の
決
定
法
。
三
、四

は
、
一
と
二
を
見
通
し
て
の
孝
謙
の
即
位
年
決
定
法
、
淳
仁
に
関
し
て

は
、
そ
の
即
位
年
と
、
そ
の
即
位
日
の
決
定
法
に
関
し
て
触
れ
る
。

一
と
二
に
関
し
て
は
今
ま
で
に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
三
、四

に
つ
い
て
の
理
解
を
得
る
た
め
に
、
こ
こ
で
も
繰
り
返
し
説
く
こ
と
も

多
い
。

『
書
紀
』は
天
皇
史
で
あ
る
。
各
代
天
皇
の
そ
れ
ぞ
れ
の
事
績
の
記
述
の

中
で
も
、
歴
史
を
組
む
上
で
最
重
要
で
あ
る
各
天
皇
の
即
位
年
、
崩
御

年（
又
は
譲
位
年
）は
、
特
に
注
意
深
い
配
慮
が
払
わ
れ
て
い
る
。
欠
史

八
代
と
呼
ば
れ
る
２
代
か
ら
９
代
ま
で
の
天
皇
に
関
し
て
も
、
そ
の
即

位
年
、
立
太
子
年
、
崩
御
年
は
、
き
ち
ん
と
記
さ
れ
て
い
る
。

神
武
天
皇
は
西
暦
紀
元
前
６
６
０
年
１
月
１
日
即
位
し
た
と
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
真
実
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
と
は
誰

も
思
っ
て
い
な
い
。『
書
紀
』は
、
史
書
た
ら
ん
と
し
て
、
ま
た
歴
史
の

長
さ
を
誇
ら
ん
と
し
て
、
歴
史
を
組
み
上
げ
て
い
る
。
組
み
上
げ
て
い

る
、
と
書
い
た
が
、
ど
の
時
点
に
基
準
を
置
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

〔
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説
〕
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わ
が
国
の
紀
元
は
な
ぜ
に
前
６
６
０
に
設
定
さ
れ
た
の
か
に
つ
い

て
は
、
辛
酉
革
命
説
に
拠
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
、
誤
っ
た
歴
史
観
に

よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
故
に
、
長
い
間
、『
書
紀
』が
書
か
れ

て
か
ら
１
３
０
０
年
近
く
も
、『
書
紀
』が
な
し
た
紀
年
構
成
の
真
実
を

捕
捉
で
き
な
い
で
き
た
の
だ
っ
た
。
真
実
は
、
そ
の
紀
元
も
、
ま
た
多

く
の
歴
史
的
な
事
項
も
、
天
皇
家
が
神
聖
視
し
た
聖
数
に
よ
っ
て
計
算

さ
れ
て
決
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、
わ
が
国
の
上
古
代
史
の
紀
年
構
成
は
、
聖
数
で
構
築
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
聖
数
の
起
算
点
は
、『
書
紀
』完
成
の
最
終

期
の
天
皇
た
ち
、
文
武
天
皇
以
降
の
、
元
明
、
元
正
、
及
び
そ
の
時
の

皇
太
子
で
あ
っ
た
首
皇
子（
聖
武
天
皇
）の
予
定
さ
れ
て
い
た
即
位
年

で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
て
説
い
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
そ
の
事
を
認
識
し
て
も
ら
う
こ
と
か
ら
始
め
る
。

一
　
古
代
史
の
聖
数

聖
数
に
は
ふ
た
つ
の
種
類
が
あ
る
。

一
は
、
天
皇
の
日
の
皇
子
思
想
に
基
づ
い
て
い
て
、
天
皇
の
存
在
を

太
陽
と
重
ね
る
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
暦
の
上
に
捉
え
ら
れ
た
太
陽
の

再
生
に
関
わ
る
数
字（
一
九
年
七
閏
法
の
数
字
等
）で
あ
る
。

二
は
、
政
治
思
想
で
あ
る
三
才
思
想（
天
・
地
・
人
）に
関
わ
る
数

字
で
あ
る
。
天
と
地
と
の
和
の
数
字
で
あ
る（
注
１
）。

聖
数
の
用
い
方
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
少
し
例
を
挙
げ
る
。

ま
ず
重
要
な
年
次
を
挙
げ
て
お
く
。

神
武
即
位
年（
紀
元
＝
西
暦
前
６
６
０
年
）

天
武
即
位
年（
６
７
３
）

持
統
即
位
年（
６
９
０
）

文
武
即
位
年（
６
９
７
）

元
明
即
位
年（
７
０
７
）

元
正
即
位
年（
７
１
５
）

聖
武
即
位
年（
７
２
４
）

ま
ず
一
、
神
武
天
皇
と
天
武
天
皇
と
の
関
係
を
挙
げ
る
。
二
天
皇
の

時
間
的
な
関
係
は
、

神
武
即
位
年

⇔
１
３
３
２
年（
三
六
五
年
×
３
６
５
／
１
０
０
）

天
武
即
位
年

と
書
け
る
。
神
武
か
ら
天
武
ま
で
は
１
３
３
２
年
の
時
間
が
あ
る
。
そ

の
数
字
は
、
三
六
五
と
い
う
一
太
陽
年
を
示
す
数
字
で
結
ば
れ
て
い

る
。
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
三
六
五
×
３
６
５
／
１
０
０
は
、
精
確

に
は
１
３
３
２
・
２
５
と
な
る（
注
２
）。

わ
が
国
の
紀
元
は
、
右
の
、
神
武
と
天
武
と
の
関
係
で
の
み
決
定
さ

れ
た
の
で
は
な
い
。
天
武
以
降
の
天
皇
方
が
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な

関
係
を
持
っ
て
い
る
。

神
武
即
位
年

⇔
満
１
３
４
９
年（
一
九
年
×
71
）

持
統
即
位
年（
６
９
０
）

神
武
と
持
統
と
は
、
同
じ
く
１
月
１
日
即
位
日
で
あ
る
の
で
、
満
計

算
で
１
３
４
９
年
と
な
る
。

神
武
と
文
武
と
は
、
天
地
の
和
の
数
が
一
七
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

神
武
即
位
年

⇔
１
３
５
７
年（
二
三
年
×
59
）

文
武
即
位
年（
６
９
７
）



（ ） ─286─3

と
な
っ
て
い
る（
注
３
）。

神
武
の
崩
御
年
の
方
も
見
て
お
き
た
い
。

神
武
崩
御
年（
前
５
８
５
）

⇔
１
２
５
８
年（
一
七
年
×
74
）

天
武
即
位
年（
６
７
３
）

神
武
崩
御
年（
前
５
８
５
）

⇔
１
２
７
５
年（
一
七
年
×
75
）

持
統
即
位
年（
６
９
０
）

神
武
崩
御
年（
前
５
８
５
）

⇔
１
２
９
２
年（
一
七
年
×
76
）

元
明
即
位
年
＝
文
武
崩
御
年（
７
０
７
）

と
な
っ
て
い
る
。
天
武
以
降
の
天
皇
方
が
一
七
年
と
い
う
間
隔
年
数
を

置
い
て
即
位
し
、
ま
た
崩
御
し
て
い
る
。
本
当
だ
ろ
う
か
、
疑
わ
し
い
。

一
七
年
と
い
う
聖
数
が
先
行
し
て
、
歴
史
を
組
み
立
て
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。
従
っ
て
、『
書
紀
』編
纂
時
に
、
天
武
や
持
統
で
さ
え
そ
の
即
位

年
な
ど
が
動
か
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
可
能
性
が
高
い
。

さ
ら
に
、
そ
の
他
の
聖
数
で
も
関
係
線
が
創
ら
れ
て
い
る
。
元
正
の

場
合（
別
の
書
式
で
示
す
）は
、

神
武
誕
生
年（
前
７
１
１
）＋
１
４
２
６
年（
二
三
年
×
62
）＝
元
正

即
位
年

神
武
崩
御
年
＋
１
３
０
０
年（
二
六
年
×
50
）＝
元
正
即
位
年

神
武
は
大
祖
霊
で
あ
る
の
で
、『
書
紀
』完
成
期
の
全
部
の
天
皇
た
ち

か
ら
聖
数
関
係
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

こ
の
聖
数
関
係（「
威
霊
再
生
の
関
係
」）で
、
求
め
ら
れ
る
祖
霊
た

ち
は
、
神
武
だ
け
で
は
な
い
。
次
に
二
代
天
皇
綏
靖
を
見
て
み
る
。
綏

靖
即
位
年（
前
、５
８
１
）は
、

綏
靖
即
位
年

⇔
１
２
５
４
年（
一
九
年
×
66
）

天
武
即
位
年（
６
７
３
）

綏
靖
即
位
年
⇔

⇔
１
２
８
８
年（
二
三
年
×
56
）

元
明
即
位
年（
７
０
７
）

そ
し
て
、
一
方
の
崩
御
年（
前
５
４
９
）は
、

綏
靖
崩
御
年

⇔
１
２
２
２
年（
二
六
年
×
47
）

天
武
即
位
年（
６
７
３
）

綏
靖
崩
御
年

⇔
１
２
７
３
年（
一
九
年
×
67
）

聖
武
即
位
年（
７
２
４
）

と
組
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
を
創
る
た
め
に
、
綏
靖
は
前

５
８
１
年
に
即
位
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
神
武
崩
御
年
と

綏
靖
即
位
年
と
の
間
に
は
、
３
年
も
の
天
皇
空
位
年
が
生
じ
て
し
ま
っ

た（
注
４
）。
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二
　
聖
武
即
位
年
の
場
合

次
に
、
聖
武
の
聖
数
関
係
を『
書
紀
』の
中
に
見
て
み
た
い
。

７
２
０
年
完
成
の『
書
紀
』に
、
そ
の
当
時
の
皇
太
子
で
あ
っ
た
聖

武
へ
の
配
慮
が
全
く
な
か
っ
た
、
と
考
え
る
方
が
幼
稚
だ
。『
書
紀
』完

成
の
１
年
前
に
は
、
首
皇
子（
聖
武
）は
初
め
て
朝
政
を
聴
い
て
い
る
。

そ
れ
に
聖
武
の
外
祖
父
の
藤
原
不
比
等
は
、
最
高
権
威
の
大
臣
の
要
職

に
あ
り
、
実
際
に『
書
紀
』に
は
彼
の
視
点
か
ら
の
記
述
が
な
さ
れ
て

い
る
事
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。『
書
紀
』は
、
４
年
後
の
聖
武
の
即
位
年

を
考
慮
に
入
れ
て
、
そ
の
紀
年
構
成
を
な
し
て
い
る
。

『
書
紀
』が
書
か
れ
る
時
点
で
、
参
考
に
で
き
る
古
い
史
書
は
少
な
か
っ

た
。
推
古
朝
の「
天
皇
記
」、「
国
記
」、
ま
た「
臣
連
伴
造
百
八
十
部
幷

公
民
等
本
記
」は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
類
の
資
料
が
不
足
し
て
い

た
。
従
っ
て
、上
古
代
史
を
書
き
上
げ
る
作
業
は
、神
話
、記
録
、伝
承
、

ま
た
各
氏
族
の
持
つ
記
録
や
口
承
を
も
参
考
に
し
て
行
っ
た
で
あ
ろ
う

が
、
史
書
と
し
て
一
番
肝
心
な
編
年
体
に
組
み
上
げ
る
時
間
の
問
題
が

あ
っ
た
。

新
た
に
、
し
っ
か
り
し
た
長
暦
を
創
り
あ
げ
て
、
そ
こ
に
記
録
な
り

伝
承
を
適
宜
、
配
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
時
基
準
に
な
っ
た
の

が
天
皇
の
聖
数
で
あ
る
。

聖
武
の
誕
生
年
か
ら
即
位
年
ま
で
の
節
目
の
時
点
を
見
て
み
よ
う
。

そ
し
て
、
聖
武
天
皇
は
ど
う
し
て
７
２
４
年
に
即
位
し
た
か
を
明
ら
か

に
し
た
い
。

ま
ず
、
神
武
と
は
、

神
武
崩
御
年（
前
５
８
５
）

⇔
１
３
０
９
年（
一
七
年
×
77
）

聖
武
即
位
年（
７
２
４
）

ま
た
、

神
武
誕
生
年（
前
７
１
１
）

⇔
１
４
２
５
年（
一
九
年
×
75
）

聖
武
立
太
子
年（
７
１
４
）

と
な
っ
て
い
る
。
神
武
崩
御
年
が
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
に
元
明
、
元
正

と
も
聖
数
関
係
を
も
っ
て
い
た
が
、
聖
武
と
も
一
七
年
で
の
関
係
を

も
っ
て
お
り
、
実
に
驚
く
よ
う
な
紀
年
構
成
を
見
せ
て
い
る
。

右
に
神
武
と
の
一
七
年
関
係
を
示
し
た
が
、
こ
れ
は
、
先
に
示
し
た

神
武
か
ら
天
武
・
持
統
・
元
明
へ
と
つ
な
が
る
関
係
線
の
延
長
線
上
に

位
置
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

神
武
崩
御
年（
前
５
８
５
）→
天
武
即
位
年
→
一
七
年
→
持
統
即
位

年
→
一
七
年
→
元
明
即
位
年

の
先
に
、

元
明
即
位
年

⇔
一
七
年

聖
武
即
位
年（
７
２
４
）

と
、
聖
武
ま
で
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

次
に
聖
武
の
垂
仁
天
皇
と
の
関
係
を
示
し
て
お
く
。

垂
仁
即
位
年（
前
29
）

⇔
７
３
０
年（
三
六
五
年
×
２
）（
注
５
）

聖
武
誕
生
年（
７
０
１
）

ま
た
、

垂
仁
立
太
子
年（
前
46
）
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⇔
７
６
０
年（
一
九
年
×
40
）

聖
武
立
太
子
年（
７
１
４
）

と
な
っ
て
い
る
。
垂
仁
が
天
皇
家
祭
祀
の
聖
域
で
あ
る
神
宮
を
創
設
し

た
天
皇
で
あ
る
の
で
、
特
に
注
意
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
神
武
か
ら
聖
武
ま
で
の
一
七
年
で
結
ん
だ
関
係
線
は
特
別
に
組

ま
れ
た「
威
霊
再
生
の
関
係
」と
し
て
よ
い
。
わ
た
く
し
が
特
に「
聖
数

ラ
イ
ン
」と
呼
ん
で
い
る
関
係
線
で
あ
る（
も
う
ひ
と
つ
の「
聖
数
ラ
イ

ン
」は
、
神
武
即
位
年
か
ら
文
武
即
位
年
を
結
ぶ
二
三
の
線
で
あ
る
）。

注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
神
武
か
ら
天
武
へ
と
、
神
武
か
ら
文
武
へ
の

右
の
ふ
た
つ
の
関
係
線
の
上
に
は
、
他
の
ど
の
天
皇
の
即
位
も
許
し
て

い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
そ
の
線
上
に
は
、
天
皇
空
位
年

が
複
数
生
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
神
武
の
威
霊
を
、
直
接
に

天
武
の
即
位
年
に
、
ま
た
文
武
の
即
位
年
に
連
絡
さ
せ
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
の
神
武
か
ら
の「
聖
数
ラ
イ
ン
」の
延
長
線
上
に
聖
武
は
即
位

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
７
２
４
年
は
、
千
載
一
遇
の
吉
年
に

当
た
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
当
り
年
は
偶
然
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
。右

の
他
に
も
、
聖
武
は『
書
紀
』完
成
期
に
偉
大
と
さ
れ
た
他
の
天

皇
と
の「
威
霊
再
生
の
関
係
」を
持
つ
。

継
体
崩
御
年（
５
３
４
年
＝
或
本
）

⇔
１
９
０
年（
一
九
年
×
10
）

聖
武
即
位
年

天
智
即
位
年（
６
６
７
年
＝
或
本
）

⇔
５
７
年（
一
九
年
×
３
）

聖
武
即
位
年

右
の
二
つ
の
関
係
は
、
い
ず
れ
も「
或
本
」記
載
の
年
次
と
の
関
係

で
あ
る
。
こ
れ
は『
書
紀
』が
ほ
ぼ
完
成
し
た
時
点
で
、
他
の
資
料「
或

本
」が
出
て
き
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
し
か
し
、
事
は
そ
ん
な
に
単
純

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
聖
武
を
継
体
や
天
智
と
結
び
付
け
た
い

た
め
に
、「
或
本
」と
し
て
挿
入
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
或
本
」挿
入
に

作
為
が
感
じ
取
ら
れ
る
。

こ
の「
或
本
」故
に
、
聖
武
が
こ
の
継
体
と
天
智
と
の「
威
霊
再
生
の

関
係
」を
ど
れ
ほ
ど
に
深
く
信
仰
し
て
い
た
か
、
そ
の
程
度
に
つ
い
て

は
、
別
稿
に
論
じ
た（
注
６
）。

聖
武
は
、
一
九
年
関
係
だ
け
拾
っ
て
も
、
他
に
、
綏
靖
崩
御
年（
前

５
４
９
＝
安
寧
即
位
年
）、
安
寧
崩
御
年（
前
５
１
１
年
）、
敏
達
即
位

年（
５
７
３
年
）、
舒
明
即
位
年（
６
２
９
年
）と
連
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

だ
け
見
て
も
、『
書
紀
』完
成
期
の
皇
太
子（
聖
武
）に
、「
威
霊
再
生
の

関
係
」の
面
か
ら
ど
れ
程
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
た
か
理
解
で
き
る
だ

ろ
う
。

聖
武
の
立
太
子
年
も
そ
の
即
位
年
も
、『
書
紀
』の
創
り
上
げ
て
き
た

紀
年
構
成
の
上
で
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
古
代
史
学
の
中
で
は
、
聖

武
の
即
位
が
７
２
４
年
ま
で
遅
く
な
っ
た
事
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
政

争
史
の
中
で
捕
捉
し
よ
う
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
そ
の
政
争
は
皇
位
を

脅
か
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

『
書
紀
』は
、
次
の
皇
位
を
約
束
さ
れ
た
聖
武
を
、
祖
霊
と
の「
威
霊
再

生
の
関
係
」で
飾
り
立
て
た
の
で
あ
る
。

三
　
孝
謙
天
皇
の
即
位
年

以
上
の
事
は
、
は
じ
め
に
書
い
た
よ
う
に
、
拙
論
発
表
の
た
び
に
、

触
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
わ
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が
国
の
古
代
史
、
そ
の
紀
年
構
成
が
、
天
皇
の
聖
数
を
用
い
て
い
る
と

い
う
立
場
か
ら
の
発
言
が
、
今
ま
で
の
古
代
学
に
な
か
っ
た
故
に
、
わ

た
く
し
は
、
紀
年
構
成
の
基
本
的
な
見
方
を
繰
り
返
し
説
明
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
の
だ
。

こ
こ
か
ら
が
新
見
と
な
る
。

こ
こ
ま
で
見
て
来
た
よ
う
に
、
聖
武
は「
威
霊
再
生
の
関
係
」に
恵

ま
れ
て
い
た
。『
書
紀
』は
、
聖
武
に
と
っ
て
は
聖
書
で
あ
っ
た
。
聖
武

は
、
祖
神
た
ち
の
威
霊
を
一
身
に
受
け
て
い
る
こ
と
に
、
感
激
し
た
こ

と
で
あ
ろ
う
が
、
ま
た
、
こ
の
身
に
余
る
聖
数
関
係
の
た
め
に
、
振
り

回
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る（
注
６
）

さ
て
、
孝
謙
天
皇
は
、
聖
武
か
ら
の
禅
譲
で
あ
る
。
聖
武
は
、
孝
謙
に

譲
位
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
威
霊
再
生
の
関
係
」を
考
慮
し
な
い
は
ず
は

な
か
っ
た
。『
書
紀
』が
創
り
上
げ
た
聖
数
で
の
関
係
が
、
孝
謙
の
即
位

年
に
ど
の
よ
う
に
絡
ん
で
い
る
か
、
そ
こ
を
見
て
み
る
。

孝
謙
は
、
天
平
二
十
一
年（
７
４
９
＝
天
平
勝
宝
元
年
）に
即
位
し

た
。
即
位
時
点
を
考
慮
す
る
に
際
し
て
は
、
や
は
り
神
武
と
の
関
係
と

天
武
と
の
関
係
が
必
須
の
件
、
一
番
に
望
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
。
新
た
な

天
皇
の
即
位
は
、
原
初
へ
の
回
帰
で
あ
り
、
地
上
の
秩
序
の
更
新
を
求

め
る
も
の
で
あ
る
。

孝
謙
の
即
位
年
は
、
神
武
と
は
次
の
よ
う
に
二
三
と
い
う
聖
数
関
係

の
年
次
に
当
た
っ
て
い
た
。

神
武
崩
御
年（
前
５
８
５
）

⇔
１
３
３
４
年（
二
三
年
×
58
）

孝
謙
即
位
年（
７
４
９
）

こ
の
関
係
線
に
よ
っ
て
、孝
謙
も
原
初
の
輝
き
を
帯
び
得
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
天
武
と
の
関
係
は
、

天
武
即
位
年（
６
７
３
）

⇔
７
６
年（
一
九
年
×
４
）

孝
謙
即
位
年（
７
４
９
）

こ
の
ふ
た
つ
の
関
係
で
、
孝
謙
天
皇
は
、
遠
く
は
天
皇
王
朝
、
近
く

は
天
武
王
朝
の
慰
霊
を
継
承
し
た
立
場
に
立
ち
得
た
の
で
あ
る
。

右
は
一
九
年
と
二
三
年
関
係
で
あ
っ
た
。
７
４
９
年
の
そ
の
他
の
聖

数
関
係
を
書
き
出
し
て
見
る
。

二
六
年
関
係（
５
２
年
＝
二
六
年
×
２
）で
文
武
即
位
年
と
。

一
七
年
関
係（
３
４
年
＝
一
七
年
×
２
）で
元
正
即
位
年（
元
明
譲
位

年
＝
７
１
５
）と
。

一
二
年
関
係（
４
８
年
＝
一
二
年
×
４
）で
聖
武
誕
生
年
と
。

次
に
、
こ
の
論
考
で
の
作
業
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
孝
謙
天
皇
の
即
位

年
が
７
４
９
年
で
は
な
く
て
、
そ
の
年
の
前
後
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、

ど
の
よ
う
な「
威
霊
再
生
の
関
係
」が
あ
る
か
を
、
７
４
９
年
の
場
合

と
比
較
す
る
た
め
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

７
４
８
年
と
し
た
場
合
、

神
武
、
天
武
そ
れ
ぞ
れ
の
即
位
年
及
び
崩
御
年
と
聖
数
関
係
な
し
。

文
武
即
位
年（
持
統
譲
位
年
）か
ら
５
１
年（
一
七
×
３
）

元
明
、
元
正
と
は
関
係
な
し
。

聖
武
即
位
年
か
ら
二
四
年（
一
二
年
×
２
）

７
５
０
年
と
し
た
場
合
、

神
武
即
位
年
と
は
１
４
１
０
年（
二
三
五
年
×
６
）

二
三
五
は「
十
九
年
七
閏
法
」の
一
九
年
間
の
総
月
数
で
あ
る（
注
７
）。
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天
武
、
持
統
、
文
武
、
元
明
、
元
正
と
関
係
な
し
。

右
の
よ
う
に
、７
４
８
年
、７
５
０
年
は
、７
４
９
年
の
持
つ「
威
霊

再
生
の
関
係
」線
と
比
較
し
て
大
き
く
見
劣
り
が
す
る
。
７
４
９
年
こ

そ
祖
霊
た
ち
の
威
霊
を
受
け
継
ぐ
に
、
ま
た
と
な
い
輝
き
あ
ま
る
年
次

で
あ
っ
た
。

聖
武
は
、
祖
霊
た
ち
に
繋
が
り
得
て
、
天
皇
家
の
万
葉
の
繁
栄
を
祝

福
し
、
約
束
し
て
く
れ
る
こ
の
７
４
９
年
を
、
次
の
天
皇
へ
の
譲
位
年

と
し
た
の
だ
っ
た
。

四
　
淳
仁
天
皇
の
即
位
年
月
日

次
の
淳
仁
天
皇
は
孝
謙
か
ら
の
譲
位
で
あ
る
。
７
５
８
年
で
あ
っ

た
。

天
平
宝
字
二
年
八
月
庚
子
の
朔
、
高
野
天
皇
、
位
を
皇
太
子
に
禅

り
た
ま
ふ（『
続
日
本
紀
』）。

淳
仁
は
、
藤
原
仲
麻
呂
に
擁
立
さ
れ
て
太
子
に
立
ち
、
天
皇
に
な
っ

た
。聖

武
が
、
こ
の
年
を
譲
位
の
年
に
す
る
よ
う
に
遺
詔
を
残
し
て
い
た

の
で
あ
っ
た
。

こ
の
譲
位
の
時
点
も
、
即
位
へ
の
吉
年
、
そ
し
て
好
日
が
選
ば
れ
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の「
威
霊
再
生
の
関
係
」に
注
目
し
て
み
よ

う
。先

に
神
武
崩
御
年
か
ら
元
明
即
位
年
ま
で
の
一
七
年
で
の「
聖
数
ラ

イ
ン
」を
挙
げ
、
そ
の
先
に
聖
武
の
即
位
年
の
あ
る
こ
と
を
証
し
た
。

そ
し
て
今
、
こ
の
７
５
８
年
は
、
そ
の
聖
武
即
位
年
か
ら
の「
聖
数
ラ

イ
ン
」の
上
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

元
明
即
位
年
か
ら
見
る
と
、

元
明
即
位
年（
＝
文
武
崩
御
年
）（
７
０
７
）

⇔
一
七
年

聖
武
即
位
年（
＝
元
正
譲
位
年
）（
７
２
４
）

⇔
一
七
年

淳
仁
即
位
年（
７
５
８
）

で
あ
る
。
こ
の
関
係
線
だ
け
で
も
７
５
８
年
が
選
ば
れ
た
年
で
あ
っ
た

こ
と
は
理
解
さ
れ
よ
う
。

そ
し
て
も
う
一
点
。

右
に
示
し
た
一
七
年
の
聖
数
関
係
に
、
文
武
天
皇
が
見
え
な
い
。
し

か
し
、
そ
の
文
武
と
淳
仁
と
の
間
に
も
十
分
な
考
慮
が
払
わ
れ
て
い

た
。
文
武
即
位
年
は
６
９
７
年
、
こ
の
７
５
８
年
は
文
武
即
位
年
か
ら

数
え
る
と
61
年
を
経
て
い
る
。
も
し
、
淳
仁
の
即
位
が
も
う
１
年
早

か
っ
た
ら
、六
〇
年
と
い
う
、今
で
も
い
う
還
暦
の
数
で
あ
り
、『
書
紀
』

で
も
聖
数
と
し
て
扱
っ
て
い
る
年
数
で
あ
る（
注
８
）。

し
か
し
、
大
き
な
約
束
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
文
武
の
即

位
日
と
淳
仁
の
即
位
日
に
注
意
し
た
い
。
両
天
皇
の
即
位
日
は
、
同
日

の
８
月
１
日
で
あ
る
。
淳
仁
の
即
位
日
は
、
文
武
の
即
位
日
に
合
わ
さ

れ
て
い
る
の
だ（
注
９
）（
注
10
）。
す
る
と
、
淳
仁
即
位
日
は
、
文
武
の
そ
れ

か
ら
１
日
も
違
わ
な
い
満
六
〇
年
目
を
満
た
し
た
日
、
つ
ま
り
還
暦
を

意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

淳
仁
の
即
位
年
は
、
神
武
か
ら
天
武
そ
し
て
聖
武
へ
と
、
再
生
を
繰

り
返
し
て
き
た
天
皇
霊
を
意
識
し
、
そ
の
上
に
、
そ
の
即
位
年
の
月
日

は
、
豊
祖
父
文
武
を
強
く
意
識
し
て
選
ば
れ
た
こ
と
に
な
る
。

お
わ
り
に

『
書
紀
』の
紀
年
は
、
聖
数
関
係
に
よ
っ
て
組
立
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

関
係
は
、
皇
祖
た
ち
の
威
力
あ
る
霊
力
が
、
あ
る
一
定
の
時
間（
回
帰

年
数
）で
再
生
し
て
く
る
の
で
あ
り
、
後
代
の
天
皇
た
ち
は
そ
の
威
霊
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を
継
承
し
て
い
く
と
い
う
信
仰
を
み
せ
て
い
る
。
わ
た
く
し
は
、
そ
の

関
係
を「
威
霊
再
生
の
関
係
」と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
信
仰
に
最
も
影

響
を
強
く
受
け
た
の
は
、『
書
紀
』完
成
時
の
皇
太
子
、聖
武
で
あ
っ
た
。

聖
武
天
皇
の
即
位
年
は
、
先
代
た
ち
か
ら
の
、
ま
さ
に
天
福
の
降
る

ご
と
き
そ
の
神
聖
数
と
の
関
係
の
上
で
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

小
論
は
、
そ
の
こ
と
を
ま
ず
確
か
め
た
。
そ
の
上
で
、
聖
武
か
ら
の
譲

位
で
あ
っ
た
孝
謙
天
皇
の
即
位
年
を
聖
数
関
係
の
面
で
見
た
。
そ
し

て
、
そ
の
即
位
年
も「
威
霊
再
生
の
関
係
」を
重
視
し
た
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
確
か
め
得
た
。

さ
ら
に
、
淳
仁
天
皇
の
場
合
も
、「
威
霊
再
生
の
関
係
」へ
の
厚
い
信

仰
が
見
て
取
れ
た
。
そ
れ
は
神
武
天
皇
、
天
武
天
皇
、
ま
た
聖
武
天
皇

と
の
関
係
の
他
に
も
、
文
武
天
皇
と
の
強
い
関
係
を
示
し
て
い
た
。
淳

仁
の
場
合
は
、
そ
の
即
位
年
は
、
こ
の
年
以
上
の
吉
年
は
あ
り
得
な
い
、

と
言
え
る
程
に
望
ま
し
い
時
点
が
選
ば
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま

り
、『
続
日
本
紀
』の
時
代
も
、
い
や
、『
書
紀
』の
聖
数
意
識
を
信
仰
し

た
聖
武
時
代
は
、『
日
本
書
紀
』の
創
り
出
し
た
聖
数
関
係
に
よ
っ
て
、

天
皇
の
即
位
年
が
決
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
が
、
小
論

で
証
明
し
た
部
分
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
は
、
少
し
推
測
を
加
え
る
。

淳
仁
の
場
合
は
、
そ
の
即
位
ま
で
の
複
雑
な
政
治
面
で
の
事
情
と
絡

ん
で
く
る
。
淳
仁
の
即
位
年
は
天
平
宝
字
二
年（
７
５
８
）で
あ
る
が
、

そ
の
二
年
ほ
ど
前
か
ら
の
政
争
は
驚
く
ほ
ど
激
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

聖
武
天
皇
は
、
天
平
勝
宝
八
年（
７
５
６
年
）５
月
２
日
崩
じ
た
。
同

日
聖
武
の
遺
詔
に
よ
っ
て
道
祖
王
が
皇
太
子
と
な
り
、
孝
謙
の
次
の
天

皇
と
な
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、王
は
一
年
を
経

ず
し
て
そ
の
地
位
を
廃
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
か
ら
橘
奈
良
麻
呂
等
の

藤
原
仲
麻
呂
打
倒
の
謀
議
、そ
の
発
覚
と
続
き
、結
局
は
、７
５
７
年
に
、

奈
良
麻
呂
を
始
め
、
道
祖
王
、
黄
文
王
、
大
伴
古
麻
呂
ら
は
処
刑
さ
れ
、

さ
ら
に
右
大
臣
藤
原
豊
成
の
太
宰
府
員
外
帥
へ
の
降
格
と
、
政
治
的
な

激
変
が
続
い
た
。
そ
し
て
、藤
原
仲
麻
呂
に
擁
立
さ
れ
た
大
炊
王（
淳
仁
）

が
７
５
７
年
に
立
太
子
、７
５
８
年
に
即
位
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

右
は
、
ま
さ
に
醜
い
政
争
を
見
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、

神
武
か
ら
天
武
へ
、
そ
し
て
聖
武
ま
で
継
承
し
て
き
た
聖
な
る
ラ
イ
ン

の
年
次
に
あ
た
る
７
５
８
年
が
意
識
さ
れ
て
の
政
争
で
あ
っ
た
の
だ
。

天
皇
位
を
欲
す
る
側
に
と
っ
て
は
、
そ
の
年
ま
で
に
は
片
を
つ
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
性
格
の
も
の
だ
っ
た
ろ
う
と
思
う
。
聖
武
が
遺
し
た
次

の
天
皇
即
位
年
が
見
え
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
ま
で
の
二
年
間
に
激

動
が
走
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

推
断
を
す
れ
ば
、
藤
原
仲
麻
呂
が
、
聖
武
天
皇
の
遺
詔
を
守
ろ
う
と

す
る
側
に
対
し
て
、
自
分
の
義
子
で
あ
っ
た
大
炊
王
を
皇
位
に
つ
け
る

た
め
に
先
手
を
打
っ
た
の
で
あ
る
。
後
に
、
奈
良
麻
呂
謀
叛
と
言
わ
れ

る
事
件
は
、
実
は
仲
麻
呂
の
謀
叛
で
あ
っ
た
。

『
書
紀
』の
創
っ
た「
威
霊
再
生
の
関
係
」は
、
奈
良
時
代
の
生
々
し

い
事
件
と
も
絡
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

（
二
〇
一
五
年
一
月
二
十
二
日
受
稿
、
二
〇
一
五
年
三
月
二
日
受
理
）

注

（
１
）　
「 

十
九
年
七
閏
法
」と「
三
才
思
想
」の
数
字
に
つ
い
て
は
、拙
稿『「
日

本
書
紀
」紀
年
の
研
究
』平
成
十
六
年　

お
う
ふ
う
。

聖
数
と
は
、
祖
霊
継
承
を
大
事
と
す
る
古
代
天
皇
家
が
、
太
陰

太
陽
暦
に
お
け
る
太
陽
の
再
生
年
数
、
つ
ま
り
、
三
六
五
や
一
九
，

二
六
な
ど
の
数
字
。
一
九
年
は
、
１
年
間
に
11
日
の
ず
れ
の
あ
る
太

陰
と
太
陽
の
周
期
を
調
整
す
る
暦
法「
十
九
年
七
閏
法
」に
よ
る
聖

数
。
一
九
年
の
間
に
七
回
の
閏
月
を
挿
入
す
る
こ
と
で
、
太
陰
と
太
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陽
と
が
、
満
一
九
年
ご
と
に
、
暦
の
上
で
同
時
に
再
生
す
る
こ
と
に

な
る
。
二
六
は
、「
十
九
年
七
閏
法
」の
一
九
と
七
と
の
和
、
つ
ま
り
、

陰
と
陽
と
の
和
。「
暦
数
は
閏
を
以
て
天
地
の
中
和
を
正
す
」（
漢
書

「
律
暦
志
」）、
ま
た
、「
天
子
は
天
文
を
観
、
地
理
を
察
し
、
陰
陽
を
和

し
、
星
度
を
撥（
は
か
）り
・・
」（
緯
書『
礼
含
文
嘉
』）と
も
あ
る
が
、

陰
陽
の
和
が
、
天
地
の
和
に
必
要
な
こ
と
を
説
く
文
献
は
枚
挙
に
遑

が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
特
に
、
わ
が
国
は
、「
一
七
条
憲
法
」に
見
ら

れ
る
よ
う
に「
和
」の
世
界
を
理
想
と
し
た
。

三
才
思
想
に
関
わ
る
聖
数
は
一
七
と
二
三
で
あ
る
。
法
家
思
想
で

は
、
三
才
の
天
地
人
に
、
そ
れ
ぞ
れ
９
、８
、６
と
数
字
を
割
り
当
て

て
い
て
、
天
地
の
和
が
一
七
、
天
地
人
の
和
が
二
三
と
な
る
。

（
２
）  

天
武
が
目
論
ん
だ「
天
武
書
紀
」で
は
、
祖
神
と
天
武
と
は
、
コ
ン
マ

２
５
な
ど
と
い
う
端
数
が
出
る
よ
う
に
は
組
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
ろ

う
。
ま
た
、「
天
武
書
紀
」で
は
、
初
代
天
皇
が
神
武
で
あ
っ
た
と
い

う
証
拠
も
な
い
。
天
武
よ
り
４
代
も
遅
い
元
正
時
代
に
な
っ
て『
書

紀
』が
完
成
す
る
段
階
で
、
い
ろ
い
ろ
な
思
惑
が
介
入
し
て
き
た
こ

と
を
考
慮
す
べ
き
）

（
３
）  

西
暦
で
数
え
る
と
、
紀
元
０
年
問
題
が
あ
る
。
神
武
の
即
位
年
は
、

西
暦
前
６
５
９
年
と
な
る
。
し
か
し
、『
書
紀
』時
代
の
年
数
計
算
は
、

満
計
算
で
は
な
く
数
え
年
に
よ
る
。
従
っ
て
、
現
在
の
我
々
の
年
数

計
算
に
多
く
は
一
年
加
え
て
計
算
す
る
こ
と
に
な
る
。

即
位
し
た
時
点
で
一
年
目
、
次
の
正
月
は
二
年
目
年
と
い
う
数
え

方
で
、
丁
度
、
生
ま
れ
た
日
が
一
歳
と
な
り
、
次
の
年
の
正
月
が
二

歳
と
な
る
数
え
年
の
用
法
な
の
だ
ろ
う
か
。

神
武
と
持
統
と
の
年
数
関
係
は
、

神
武
即
位
年（
前
６
６
０
年
１
月
１
日
）
＋
１
３
５
０
年（
満

１
３
４
９
）＝
持
統
即
位
年（
６
９
０
年
１
月
１
日
）

で
、
満
計
算
で
一
九
年
の
７
１
倍
で
あ
り
、「
威
霊
再
生
の
関
係
」の

一
九
年
間
を
ま
る
ま
る
満
た
し
た
関
係
で
あ
る
。

こ
の「
威
霊
再
生
の
関
係
」で
の
年
数
の
数
え
方
に
関
し
て
は
、
拙

著『
古
代
天
皇
の
聖
数
ラ
イ
ン
』第
８
章（
２
０
０
７
年
、
河
出
書
房

新
社
）に
書
い
た
が
、
そ
の
計
算
法
に
あ
ま
り
自
信
が
も
て
な
い
。

（
４
）　

第 

二
部「
天
皇
空
位
年
の
研
究
」

（
５
）　

三 

六
五
年
関
係
に
つ
い
て
は
、
注
３
出
の
著
書
参
照
の
こ
と

（
６
）　

拙 

稿「
聖
武
天
皇
の
流
離
五
年
の
意
義
」「
千
葉
商
大
紀
要
」

（
２
０
０
８
年
度
第
４
号
）

特
に
、
聖
武
の
聖
数
関
係
で
、
継
体
天
皇
、
及
び
天
智
天
皇
と
は

或
本
で
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
或
本
の
生
じ
た
理
由
と
し
て
、「
百
済

本
記
」の
出
現
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、「
百
済
本
記
」の
出
現
前
は
、

聖
武
は
継
体
天
皇
、
及
び
天
智
天
皇
と
き
れ
い
に
一
九
年
関
係
で
結

ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

九
州
で
の
藤
原
広
嗣
の「
反
」を
切
っ
掛
け
と
し
て
始
ま
っ
た
聖

武
の「
彷
徨
５
年
」と
呼
ば
れ
る
５
７
か
月（
一
九
×
３
）の
流
離
、

そ
の
切
っ
掛
け
と
な
っ
た
広
嗣
の
乱
は
、
継
体
時
代
の
筑
紫
で
の
磐

井
の
乱
の
再
現
で
あ
り
、
継
体
の
、
恭
仁
京
、
紫
香
楽
京
へ
の
遷
都

の
意
義
に
つ
い
て
も
、
継
体
天
皇
の
大
和
入
り
ま
で
の
恭
仁
京
、
紫

香
楽
宮
と
い
う
二
つ
の
宮
都
と
の
関
係
に
触
れ
、
聖
武
の
５
年
間
の

流
離
が
、
先
行
天
皇
た
ち
と
の「
威
霊
再
生
の
関
係
」の
実
習
で
あ
っ

た
こ
と
を
説
い
た
。

（
７
）  

拙
著『
古
代
天
皇
の
聖
数
ラ
イ
ン
』第
８
章（
２
０
０
７
年
、
河
出
書

房
新
社
）。

二
三
五
年
の
適
用
例
と
し
て
は
、『
書
紀
』が
用
い
た
二
つ
の
暦
の

う
ち
、
元
嘉
暦
は
、
雄
略
即
位
年
か
ら
持
統
六
年
ま
で
の
使
用
と
重

な
る
事
。
ま
た
、『
万
葉
集
』巻
一
、二
の
総
歌
数（
現
在
は
２
３
４
首
）

は
二
三
五
首
で
あ
っ
た
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。

（
８
）  

六
〇
年
を
聖
数
と
し
た
証
拠
は
、
上
古
代
の
天
皇
の
、
９
代
開
化
天
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皇
、
１
２
代
景
行
天
皇
、
１
３
代
成
務
天
皇
の
在
位
年
数
が
、
そ
れ

ぞ
れ
が
60
年
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

（
９
）  

同
日
即
位
の
例（
淳
仁
天
皇
の
即
位
年
月
日
が
文
武
天
皇
を
意
識
し

た
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
、
同
日
即
位
の
関
係
に
あ
る
天
皇
を
参

考
に
挙
げ
て
み
る
）。

神
武
と
持
統

神
武
即
位
年（
前
６
６
０
年
１
月
１
日
）
＋
１
３
５
０
年（
満

１
３
４
９
）＝
持
統
即
位
年（
６
９
０
年
１
月
１
日
）

右
の
関
係
は
、
年
数
の
み
を
計
算
す
る
と
１
３
５
０
年
で
聖
数

で
の
関
係
を
見
出
し
得
な
い
。
し
か
し
、
同
日（
１
月
１
日
）即
位

で
あ
る
か
ら
、
満
計
算
で
い
く
と
、
満
１
３
４
９
年
で
、
こ
れ
は

一
九
年
×
71
と
い
う
関
係
に
な
る
。

垂
仁
天
皇
と
反
正
天
皇

垂
仁
即
位
年
月
日（
前
69
年
１
月
２
日
→
満
４
７
５
年（
一
九

年
×
25
）→
反
正
即
位
年
月
日（
４
０
６
年
１
月
２
日
）

仁
徳
天
皇
と
斉
明
天
皇

仁
徳
即
位
年
月
日（
３
１
３
年
１
月
３
日
）
＋
満
３
４
２
年

（
一
九
年
×
18
）＝
斉
明
即
位
年
年
月
日（
６
５
５
年
１
月
３
日
）

そ
の
他
、

崩
御
日
が
同
日
と
な
っ
て
い
る
例
も
挙
げ
る
。

開
化
天
皇
崩
御
年
月
日
＋
満
６
８
４
年（
一
九
年
×
36
）→
用

明
天
皇
崩
御
年
月
日

誕
生
年
月
日
と
即
位
年
月
日
を
同
日
に
し
て
い
る
例
、

孝
元
誕
生
年
月
日（
前
２
７
３
）
＋
満
９
８
８
年（
一
九
年
×

52
）＝
元
正
即
位
年
月
日

誕
生
年
月
日
が
同
日
と
な
っ
て
い
る
例
、

懿
徳
誕
生
年
月
日（
前
５
５
３
年
２
月
４
日
）→
満
１
２
５
４

年（
一
九
年
×
66
）→
聖
武
誕
生
年
月
日

な
ど
、
い
ず
れ
も
一
九
年
の
倍
数
年
で
結
ば
れ
て
い
る
例
を
挙
げ

た
。
こ
の
よ
う
に
誕
生
、
立
太
子
、
即
位
、
崩
御
と
い
う
日
を
同
日

と
し
て
結
び
つ
け
て
い
る
。
天
皇
が
同
一
霊
格
で
あ
る
と
い
う
信

仰
に
基
づ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う

（
10
）  

な
ぜ
、
孝
謙
の
即
位
日
が
７
月
２
日
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
淳
仁
の

即
位
日
は
８
月
１
日
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
簡
略
説
明
し
て
お

く
。孝

謙
の
即
位
日
７
月
２
日
は
年
初
か
ら
数
え
て
２
０
９
日
目（
こ

の
年
は
五
月
に
閏
が
あ
っ
た
）で
あ
っ
た
。
こ
の
２
０
９
日
目
は
、

　
　

２
０
９
＝
一
九
×
11

で
、
一
九
が
意
識
さ
れ
て
選
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
。

淳
仁
の
即
位
日
は
８
月
１
日
だ
っ
た
。
こ
の
日
は
、
年
初
か
ら
数

え
て
２
０
７
日
目
で
あ
っ
た
。

　
　

２
０
７
＝
二
三
×
９

で
、
矢
張
り
、
聖
数
が
意
識
さ
れ
て
い
た
。 

終
わ
り
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〔
抄
　
録
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謙
・
淳
仁
両
天
皇
の
即
位
年
の
決
定
法

―
『
続
日
本
紀
』と
聖
数（
５
）
―

 

江　

口　
　
　

洌

『
日
本
書
紀
』で
知
る
こ
と
が
出
来
る
上
古
代
の
天
皇
た
ち
の
即
位

年
、
ま
た
崩
御
年
の
殆
ど
は
、『
書
紀
』完
成
期
の
天
皇
た
ち（
天
武
天

皇
以
降
）の
即
位
年
を
起
点
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
時
間
を
遡
っ
て
決
め

ら
れ
た
。
そ
の
時
、
天
皇
が
信
仰
し
た
聖
数
が
用
い
ら
れ
た
。

上
古
代
史
の
紀
年
は
、
そ
の
聖
数
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い

る
。
今
ま
で
、『
書
紀
』（
天
皇
史
）に
聖
数
意
識
が
あ
り
、『
書
紀
』の
紀

年
構
成
が
、
そ
の
聖
数
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が

付
か
な
い
で
来
た
。

古
代
史
研
究
は
、
研
究
の
基
本
と
な
る
紀
年
論
か
ら
科
学
的
に
や
り

直
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

わ
た
く
し
は
、
こ
の
拙
論
の
一
、二
に
お
い
て
、『
書
紀
』完
成
期
の

皇
太
子
で
あ
っ
た
聖
武
天
皇
の
即
位
年
の
決
定
に
聖
数
が
ど
の
よ
う
に

関
わ
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

聖
武
以
降
、
そ
の
聖
数
は
消
滅
し
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
論
の
三
、四
で

は
、
聖
武
後
の
孝
謙（
聖
武
か
ら
の
禅
譲
）と
淳
仁（
聖
武
の
遺
詔
に
よ

る
即
位
）の
場
合
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
も
聖
数
意
識
が
顕
著
に
働
い

て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。

尚
、
即
位
日
決
定
に
も
聖
数
意
識
が
働
い
で
い
る
こ
と
に
も
少
し
触

れ
た
。
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